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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動センサにおいて振動が検出されることを条件に車載機との間で無線通信が可能とな
る電子キーを備え、
　前記車載機は、少なくとも前記電子キーとの間で行う無線通信が成立すること、及び車
両に設けられる操作部が操作されることを条件に車載機器を動作が許可された状態で動作
させる車載制御部を有する電子キーシステムにおいて、
　前記車両の少なくとも一部を振動させる振動部を備え、
　前記車載制御部は、少なくとも前記電子キーとの間で行う無線通信が成立していないこ
と、及び前記操作部が操作されたことを条件に前記車載機器の動作が許可されていない状
態で前記振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させる電子キーシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子キーシステムにおいて、
　前記電子キーは、前記車載機からの要求に応じて、前記振動センサにおいて検出された
振動の変化態様を示す情報を無線送信し、
　前記車載制御部は、前記振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させた際の振
動の変化態様と、前記電子キーから受信する振動の変化態様との照合がさらに成立するこ
とを条件に前記車載機器を動作させる電子キーシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子キーシステムにおいて、
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　前記車載制御部は、前回振動させた際の振動の変化態様と異なる変化態様となるように
、前記振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させる電子キーシステム。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか一項に記載の電子キーシステムにおいて、
　前記電子キーと前記車載機との間で行う無線通信を通じて前記電子キーの位置を検出す
る検出部を備え、
　前記車載制御部は、少なくとも前記電子キーとの間で行う無線通信が成立していないこ
と、及び前記操作部が操作されたことを条件に前記車載機器の動作が許可されていない状
態で、前記電子キーとの間で前回成立した無線通信において前記検出部により検出された
位置を、前記振動部を通じて振動させる電子キーシステム。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか一項に記載の電子キーシステムにおいて、
　前記車載制御部は、前記振動部を通じて振動が徐々に強くなるように前記車両の少なく
とも一部を振動させる電子キーシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子キーシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子キーと車載機との間で行う無線通信が成立した場合に、ドア錠のロックとア
ンロックとが切り替えられたり、エンジンの始動が許可されたりする電子キーシステムが
周知である。
【０００３】
　特許文献１の電子キーシステムに採用される電子キーは、振動センサを有し、当該振動
センサが振動を検出している間だけ車載機との間の無線通信を行う。したがって、電子キ
ーを家の保管場所に保管している場合など、電子キーが定置状態にある場合、この電子キ
ーは無線通信を行わないので、電波をリレーする中継器を使用しても、電子キーと車載機
との間で行う無線通信を不正に成立させることはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－９１４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、運転者が車内で仮眠を取っている間、電子キーは定置状態にあると推測される
。この場合、仮眠を終えた後、運転者がエンジンを始動させるためにスイッチを操作して
も、電子キーは定置状態のままであるから、当該電子キーは無線通信を行わない。したが
って、電子キーと車載機との間の無線通信は成立しないので、エンジンを始動させるため
には、運転者が電子キーに振動を与える必要がある。このように、特許文献１の電子キー
システムは、運転者にとって、使い勝手がよくない状況が発生するおそれがある。
【０００６】
　本発明は、こうした実状に鑑みてなされたものであり、その目的は、運転者にとって使
い勝手のよい電子キーシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、振動センサにおいて振動が検出されることを条件に車載機
との間で無線通信が可能となる電子キーを備え、前記車載機は、前記電子キーとの間で行
う無線通信が成立すること、及び車両に設けられる操作部が操作されることを条件に車載
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機器を動作させる車載制御部を有する電子キーシステムは、前記車両の少なくとも一部を
振動させる振動部を備え、前記車載制御部は、前記操作部が操作されたことを条件に前記
振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させることを要旨とする。
【０００８】
　このシステムによれば、例えば、運転者が仮眠をとり、電子キーが定置状態であったと
しても、運転者が操作部を操作すれば、車両の少なくとも一部が振動し、その振動が電子
キーに伝わる。これにより、電子キーは、車載機との間で無線通信が可能となるため、電
子キーと車載機との間で無線通信が成立する。すなわち、従来のように、電子キーを動か
さなくても、運転者は、操作部を操作するだけで、車載機器を動作させることができるの
で使い勝手がよい。
【０００９】
　上記システムにおいて、前記電子キーは、前記車載機からの要求に応じて、前記振動セ
ンサにおいて検出された振動の変化態様を示す情報を無線送信し、前記車載制御部は、前
記振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させた際の振動の変化態様と、前記電
子キーから受信する振動の変化態様との照合が成立することを条件に前記車載機器を動作
させることが好ましい。
【００１０】
　振動の変化態様の照合が成立する場合、電子キーは、車内に位置し、振動部を通じて車
両の少なくとも一部が振動したことにより起動したものと推定される。すなわち、このシ
ステムによれば、車載制御部は、電子キーが車内に位置する場合にのみ車載機器を動作さ
せる。一方、車載制御部は、電子キーが車両から離れた位置にある場合には車載機器を動
作させないので、セキュリティ性がよい。
【００１１】
　上記システムにおいて、前記車載制御部は、前回振動させた際の振動の変化態様と異な
る変化態様となるように、前記振動部を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させるこ
とが好ましい。
【００１２】
　このシステムによれば、車両の振動態様は振動毎に異なる。したがって、第３者に車両
の振動態様を読みとられても、その読みとられた振動態様の情報は次の車両の振動態様と
異なるので、よりセキュリティ性を向上させることができる。
【００１３】
　上記システムにおいて、前記電子キーと前記車載機との間で行う無線通信を通じて前記
電子キーの位置を検出する検出部を備え、前記車載制御部は、前記電子キーとの間で前回
成立した無線通信において前記検出部により検出された位置を、前記操作部が操作された
ことを条件に前記振動部を通じて振動させることが好ましい。
【００１４】
　このシステムによれば、電子キーが位置すると推定される場所のみ振動が与えられる。
したがって、車両の乗員への振動の入力が抑制される。これにより、車両の乗員が振動に
よる違和感を覚えにくい。
【００１５】
　上記システムにおいて、前記車載制御部は、前記振動部を通じて振動が徐々に強くなる
ように前記車両の少なくとも一部を振動させる電子キーシステム。
　このシステムによれば、電子キーが車両の少なくとも一部の振動が伝わりやすい位置に
あれば、電子キーは振動が弱い状態で車載機との間の無線通信が可能となるため、ユーザ
が振動を不快と感じにくい。一方で、電子キーが車両の少なくとも一部の振動が伝わりに
くい位置にあっても、振動は徐々に強くなるので、ユーザが電子キーに振動を与えなくて
も電子キーは車載機との間の無線通信が可能となるので、使い勝手がよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の電子キーシステムは、運転者にとって使い勝手がよいという効果を有する。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】電子キーシステムの概略構成を示すブロック図。
【図２】車載制御部の処理手順を示すシーケンスチャート。
【図３】シートモータによる振動の時間変化（振動態様）を示すタイムチャート。
【図４】４つのアンテナと同４つのアンテナの通信範囲を示す車両の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜第１の実施形態＞
　以下、電子キーシステムの第１の実施形態について図面に従って説明する。
　図１に示すように、電子キーシステム１は、電子キー１０と車載機２０との間の無線通
信を通じて各種の車載制御を行う。
【００１９】
　＜電子キー＞
　図１に示すように、電子キー１０は、電子キー制御部１１と、ＬＦ受信部１２と、ＵＨ
Ｆ送信部１３と、振動検出部１４とを備える。ＬＦ受信部１２、ＵＨＦ送信部１３、及び
振動検出部１４は、それぞれ電子キー制御部１１に電気的に接続されている。
【００２０】
　ＬＦ受信部１２は、ＬＦ（Ｌｏｗ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）帯の無線信号を受信するとと
もに、受信した信号を電気信号に復調する。
　ＵＨＦ送信部１３は、電気信号をＵＨＦ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
）帯に変調するとともに、変調した無線信号を送信する。
【００２１】
　振動検出部１４は、振動センサに相当し、電子キー１０の振動を検出する。
　電子キー制御部１１のメモリ１１ａには、車載機２０と共通のＩＤコードが記憶されて
いる。また、メモリ１１ａには、電子キー制御部１１が後述する駆動モードから同じく後
述する待機モードへ移行するために使用するモード移行時間が記憶されている。
【００２２】
　電子キー制御部１１は、時間カウンタ１１ｂを有する。
　待機モードの電子キー制御部１１は、振動検出部１４からの信号のみを待機し、振動検
出部１４から信号が入力されることをトリガとして駆動モードに移行する。なお、電子キ
ー制御部１１は、待機モードから駆動モードへの移行とともに、時間カウンタ１１ｂを起
動させる。
【００２３】
　駆動モードの電子キー制御部１１は、振動検出部１４からの信号を待機するのに加え、
ＬＦ受信部１２及びＵＨＦ送信部１３を統括的に制御する。駆動モードの電子キー制御部
１１は、ＬＦ受信部１２を通じて後述のリクエスト信号を受信すると、リクエスト信号の
受信を示す情報及びメモリ１１ａに記憶されたＩＤコードを含ませたレスポンス信号を生
成する。当該生成されたレスポンス信号は、ＵＨＦ送信部１３において変調された後、無
線送信される。
【００２４】
　なお、駆動モードの電子キー制御部１１は、常時、振動検出部１４において振動が検出
されたか否かを監視し、振動が検出されるたびに時間カウンタ１１ｂにおいてカウントさ
れたカウント時間をリセットする。駆動モードの電子キー制御部１１は、時間カウンタ１
１ｂのカウント時間がモード移行時間を超えた場合には、駆動モードから待機モードへ移
行する。なお、電子キー制御部１１は、駆動モードから待機モードへの移行とともに、時
間カウンタ１１ｂの駆動を停止させるとともに、時間カウンタ１１ｂにおいてカウントさ
れたカウント時間をリセットする。
【００２５】
　＜車載機＞
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　図１に示すように、車載機２０は、車載制御部２１と、ＬＦ送信部２２と、ＵＨＦ受信
部２３と、プッシュスイッチ２４と、エンジン装置２５とを備える。車載制御部２１を除
く各構成は、それぞれ当該車載制御部２１と電気的に接続されている。
【００２６】
　ＬＦ送信部２２は、車載制御部２１が生成する電気信号をＬＦ帯の無線信号に変調する
とともに、変調した無線信号を設定される車内の通信エリアに向けて送信する。
　ＵＨＦ受信部２３は、ＵＨＦ帯の無線信号を受信するとともに、受信した信号を電気信
号に復調する。
【００２７】
　プッシュスイッチ２４は、押し操作される。
　エンジン装置２５は、エンジン２５ａの始動や停止を制御する。
　車載制御部２１のメモリ２１ａには、電子キー１０と共通のＩＤコードが記憶されてい
る。
【００２８】
　車載制御部２１は、ＩＤコードの送信を要求する情報を含ませたリクエスト信号を定期
的に生成する。当該リクエスト信号は、ＬＦ送信部２２により変調され、無線送信される
。
【００２９】
　車載制御部２１は、ＵＨＦ受信部２３を通じてリクエスト信号に対する応答としてのレ
スポンス信号を受信すると、このレスポンス信号に含まれるＩＤコードとメモリ２１ａに
記憶されているＩＤコードとを照合する。車載制御部２１は、ＩＤ照合が成立すれば、エ
ンジン２５ａの始動を許可する。このエンジン２５ａの始動が許可された状態でプッシュ
スイッチ２４への押し操作を検出すると、車載制御部２１は、エンジン装置２５を通じて
エンジン２５ａを始動させる。
【００３０】
　また、車載制御部２１は、エンジン２５ａの始動が許可されていない状態、すなわちＩ
Ｄ照合が成立していない状態でプッシュスイッチ２４への押し操作を検出すると、リクエ
スト信号を生成する。当該リクエスト信号の生成、すなわち、プッシュスイッチ２４が押
し操作されたことをトリガとするＩＤ照合が成立すれば、車載制御部２１は、エンジン装
置２５を通じてエンジン２５ａを始動させる。
【００３１】
　一方で、車載制御部２１は、プッシュスイッチ２４への押し操作をトリガとするＩＤ照
合が成立しない場合、エンジン装置２５を通じてクランキングを実行する。その後、車載
制御部２１は、再度リクエスト信号を生成し、ＩＤ照合を試みる。当該ＩＤ照合の試みに
よりＩＤ照合が成立する場合、車載制御部２１は、エンジン装置２５を通じてエンジン２
５ａを始動させる。なお、クランキング後に試みたＩＤ照合が成立しない場合、車載制御
部２１は、エンジン２５ａを始動させることなく、例えばメータディスプレイ２６等の報
知部を通じて、ＩＤ照合が成立しない旨示す情報を報知する。
【００３２】
　なお、エンジン２５ａが振動部及び車載機器を、プッシュスイッチ２４が操作部を、そ
れぞれ構成する。
　＜電子キーシステムの通信動作＞
　次に、例えば、車内で仮眠をとったユーザが車両を動かそうとする際における電子キー
システム１の通信動作について説明する。なお、当該通信動作は、ユーザのプッシュスイ
ッチ２４への押し操作をトリガとして実行される。
【００３３】
　図２に示すように、車載制御部２１は、プッシュスイッチ２４への押し操作を検出する
と、リクエスト信号を生成する（ステップＳ１）。そして、ＩＤ照合が成立するか否かを
判断する（ステップＳ２）。
【００３４】
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　ステップＳ２においてＹＥＳ、すなわち、電子キー制御部１１との間のＩＤ照合が成立
するとき、車載制御部２１はエンジン装置２５を通じてエンジン２５ａを始動させ（ステ
ップＳ３）、これら一連の処理を終了する。車内で仮眠をとってもユーザが電子キー１０
を動かす等して、電子キー制御部１１が待機モードから駆動モードに移行していれば、ユ
ーザはプッシュスイッチ２４を押し操作するだけで、車両を動かすことができる。
【００３５】
　なお、ステップＳ２においてＮＯ、すなわち、電子キー制御部１１との間のＩＤ照合が
成立しないとき、車載制御部２１は、エンジン装置２５を通じてクランキングを実行し（
ステップＳ４）、その後リクエスト信号を生成する（ステップＳ５）。そして、ＩＤ照合
が成立するか否かを判断する（ステップＳ６）。
【００３６】
　ステップＳ６においてＹＥＳ、すなわち、電子キー制御部１１との間のＩＤ照合が成立
するとき、車載制御部２１はステップＳ３に移行する。すなわち、エンジン２５ａを始動
させ、一連の処理を終了する。車内で仮眠をとったことにより、電子キー制御部１１が待
機状態にある場合でも、クランキングにより車両が振動し、その振動により、電子キー制
御部１１が待機モードから駆動モードに移行することができる。すなわち、電子キー制御
部１１が待機モードにあっても、ユーザはプッシュスイッチ２４を押し操作するだけで、
車両を動かすことができる。
【００３７】
　なお、ステップＳ６においてＮＯ、すなわち、クランキングの実行後においてもＩＤ照
合が成立しないとき、車載制御部２１は、メータディスプレイ２６等の報知部を通じて、
ＩＤ照合が成立しない旨示す情報を報知し（ステップＳ７）、一連の処理を終了する。こ
のように、クランキングによって車両を振動させてもＩＤ照合が成立しない場合、車載制
御部２１は、エンジン２５ａを始動させることなく、報知部を通じて、ＩＤ照合が成立し
ない旨示す情報を報知する。これにより、電子キー制御部１１を待機モードから駆動モー
ドへ切り替えるべく、ユーザに対し、電子キー１０に振動を付加させる行動を促すことが
できる。
【００３８】
　以上詳述したように、第１の実施形態によれば、以下に示す効果が得られる。
　（１）プッシュスイッチ２４が操作されたことを条件に、エンジン装置２５を通じてク
ランキングを実行するように車載制御部２１を構成した。電子キー１０が車内にあれば、
クランキングにより、車両が振動し、その振動により、電子キー制御部１１が待機モード
から駆動モードに移行する。すなわち、電子キー制御部１１は車載制御部２１との間で無
線通信が可能となる。したがって、例えば、運転者が仮眠をとり電子キー制御部１１が待
機モードであったとしても、運転者は、プッシュスイッチ２４を押し操作するのみで、車
両を動かすことができるので、従来のシステムと比較して電子キーシステム１の使い勝手
がよい。
【００３９】
　（２）車載制御部２１は、プッシュスイッチ２４の操作をトリガとして試みられるＩＤ
照合が成立しない場合にクランキングを実行させる。すなわち、クランキングは、プッシ
ュスイッチ２４の操作の度に実行されるものではないので、ユーザが振動による違和感を
覚えにくい。
【００４０】
　（３）車載制御部２１は、クランキングを実行させた後、再度リクエスト信号を生成し
、ＩＤ照合を試みる。これにより、定期的にＩＤ照合の成立を試みる場合と比較して、Ｉ
Ｄ照合が成立するまでの時間が短くなる。すなわち、車両を動かすことができるまでの時
間が短いので、ユーザの使い勝手がよい。
【００４１】
　（４）クランキングにより車両を振動させるので、電子キー１０が車両室内のいずれの
位置に置かれている場合でも、電子キー制御部１１を待機モードから駆動モードへ切り替
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えることができる。
【００４２】
　＜第２の実施形態＞
　次に、電子キーシステムの第２の実施形態について説明する。当該第２の実施形態と、
上記第１の実施形態との主たる相違点は、プッシュスイッチ２４の操作をトリガとするＩ
Ｄ照合が成立しないとき、車載制御部２１は、クランキングに代えてシートモータを動作
させることである。さらに、シートモータの動作を通じて所定の時間変化を示す振動をシ
ートに付与し、その振動の時間変化を示す情報を電子キー制御部１１の照合に用いること
も主たる相違点である。したがって、上記第１の実施形態と共通の部分については、その
説明を省略する。
【００４３】
　＜電子キー＞
　図１に示すように、駆動モードの電子キー制御部１１は、待機モードから駆動モードに
切り替わったことをトリガとして、あらかじめ設定された時間の間だけ、振動検出部１４
を通じて検出される振動の有無を及びその時間からなる振動態様情報を記録する。なお、
振動態様情報の記録は、メモリ１１ａに行ってもよいし、メモリ１１ａとは別に設けた揮
発性のメモリ等に行ってもよい。
【００４４】
　駆動モードの電子キー制御部１１は、リクエスト信号に振動態様情報の要求を示す振動
態様要求情報が含まれる場合に、先に記録された振動態様情報を含ませたレスポンス信号
を生成する。
【００４５】
　＜車載機＞
　図１に示すように、車載機２０は、シートモータ２７を備える。シートモータ２７は、
前列右側、前列左側、後列右側、及び後列左側の各シートにそれぞれ設けられており、当
該シートモータ２７が駆動することにより、各シートの前後位置やシートバックの傾動位
置がそれぞれ変更される。
【００４６】
　ＬＦ送信部２２には、４つのアンテナ２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄが接続されてい
る。図４に示すように、アンテナ２２ａは前列右側のシートに、アンテナ２２ｂは前列左
側のシートに、アンテナ２２ｃは後列右側のシートに、アンテナ２２ｄは後列左側のシー
トに、それぞれ設けられている。なお、同図４中に一点鎖線で示すように、アンテナ２２
ａは前列右側のシートを覆うエリアに、アンテナ２２ｂは前列左側のシートを覆うエリア
に、アンテナ２２ｃは後列右側のシートを覆うエリアに、アンテナ２２ｄは後列左側のシ
ートを覆うエリアに、それぞれ無線信号が到達するように、各アンテナの出力が調整され
ている。
【００４７】
　なお、ＬＦ送信部２２は、車載制御部２１においてリクエスト信号とともに生成される
後述するアンテナ指定情報によって指定されたアンテナからＬＦ帯に変調したリクエスト
信号を無線送信する。
【００４８】
　車載制御部２１は、ＩＤコードの送信を要求する情報を含ませたリクエスト信号を定期
的に生成する。また、車載制御部２１は、リクエスト信号とともに当該生成したリクエス
ト信号を無線送信するアンテナを指定するアンテナ指定情報を生成する。
【００４９】
　なお、車載制御部２１は、前回生成したアンテナ指定情報に基づくＩＤ照合が成立した
場合には、今回も前回と同じアンテナ指定情報を生成する。例えば、アンテナ２２ａを指
定したアンテナ指定情報とともに生成したリクエスト信号による前回のＩＤ照合が成立し
た場合、車載制御部２１は、今回も前回に引き続きアンテナ２２ａを指定するアンテナ指
定情報とともに生成するリクエスト信号によってＩＤ照合を試みる。
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【００５０】
　一方、車載制御部２１は、前回生成したアンテナ指定情報に基づくＩＤ照合が成立しな
い場合には、今回生成するアンテナ指定情報は前回生成したアンテナ指定情報と異なるも
のとする。例えば、アンテナ２２ａを指定したアンテナ指定情報とともに生成したリクエ
スト信号による前回のＩＤ照合が成立しない場合、車載制御部２１は、前回のアンテナ２
２ａとは異なるアンテナ２２ｂを指定するアンテナ指定情報とともに生成するリクエスト
信号によってＩＤ照合を試みる。
【００５１】
　車載制御部２１は、プッシュスイッチ２４への押し操作をトリガとするＩＤ照合が成立
しない場合、最後にＩＤ照合が成立したときのリクエスト信号を無線送信したアンテナが
設けられるシートに対応するシートモータ２７を駆動させる。例えば、最後にＩＤ照合が
成立したときのリクエスト信号を無線送信したアンテナがアンテナ２２ｃである場合、車
載制御部２１は、後列右側に設けられるシートモータ２７を駆動させる。なお、車載制御
部２１は、シートにおける振動があらかじめ設定される所定の時間変化（振動態様）を示
すようにシートモータ２７を駆動させる。例えば、図３に示すように、車載制御部２１は
、シートがあらかじめ設定された時間Ｘ（Ｘ＝数msec～数十msec）間隔で振動するように
シートモータ２７を設定回数だけ駆動させる。なお、車載制御部２１は、回数に限らず時
間等でシートモータ２７の駆動を制御してもよい。
【００５２】
　また、車載制御部２１は、シートモータ２７を駆動させた後、振動態様要求情報を含ま
せたリクエスト信号を生成しＩＤ照合及び振動態様情報の照合を試みる。当該試みにより
ＩＤ照合が成立するとともに、自身に設定されている振動態様の情報とレスポンス信号に
含まれる振動態様情報との照合が成立する場合、車載制御部２１は、エンジン装置２５を
通じてエンジン２５ａを始動させる。なお、シートモータ２７を駆動させた後に試みたＩ
Ｄ照合及び振動態様情報の照合のうちいずれか一方の照合でも成立しない場合、車載制御
部２１は、エンジン２５ａを始動させることなく、メータディスプレイ２６等の報知部を
通じて、ＩＤ照合が成立しない旨示す情報を報知する。
【００５３】
　以上詳述したように、第２の実施形態によれば、以下に示す効果が得られる。
　（５）シートモータ２７の駆動を通じて所定の振動態様を示すようにシートを振動させ
た後、ＩＤ照合及び振動態様情報の照合を試みるように車載制御部２１を構成した。振動
態様情報の照合が成立する場合、電子キー１０（電子キー制御部１１）がシートモータ２
７による振動で待機モードから駆動モードに切り替えられたもの、すなわち電子キー１０
が車内に位置すると推定されるため、車載制御部２１はエンジン２５ａを始動させる。一
方で、振動態様情報の照合が成立しない場合、電子キー１０（電子キー制御部１１）がシ
ートモータ２７による振動で待機モードから駆動モードに切り替えられたものではない、
すなわち車外に位置するおそれがあると考えられる。電子キー１０が車外に位置するなら
ば、無線通信に中継器が不正に使用されたおそれがあるため、車載制御部２１は、エンジ
ン２５ａを駆動させない。このように、シートモータ２７の駆動を通じて試みるＩＤ照合
及び振動態様情報の照合により、本例の電子キーシステム１は、高いセキュリティ性を有
する。
【００５４】
　（６）プッシュスイッチ２４への押し操作をトリガとするＩＤ照合が成立しない場合、
最後にＩＤ照合が成立したときのリクエスト信号を無線送信したアンテナが設けられるシ
ートに対応するシートモータ２７を駆動させるように車載制御部２１を構成した。電子キ
ー制御部１１は、最後にＩＤ照合が成立した位置で駆動モードから待機モードに切り替わ
った可能性が高い。したがって、シートを１箇所振動させるだけで電子キー制御部１１を
待機モードから駆動モードに切り替えることができる。また、電子キー制御部１１を待機
モードから駆動モードに切り替えるために振動するシート以外は、振動しないので、車両
の乗客が振動によって違和感を覚えにくいという効果もある。
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【００５５】
　なお、上記実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記第１の実施形態ではエンジン２５ａを、上記第２の実施形態ではシートモータ２
７を、それぞれ車両の少なくとも一部を振動させる振動部として説明したが、他の構成で
あってもよい。例えば、走行用の駆動源がエンジン及びモータにより構成されるハイブリ
ッドシステムである場合には、図１に破線で示すようにＨＶモータ２８の駆動を通じて車
両を振動させてもよい。このように振動部が上記第１及び第２の実施形態と異なる構成で
あっても、ユーザは、プッシュスイッチ２４を操作するだけで、車載機器、ここではエン
ジン２５ａを動作させることができる。
【００５６】
　なお、ＨＶモータ２８の駆動を通じて車両を振動させる場合、車載制御部２１は、振動
が徐々に強くなるようにＨＶモータ２８を制御することが好ましい。このように構成すれ
ば、電子キー１０が車両の振動が伝わりやすい位置にある場合、電子キー１０は振動が弱
い状態で車載制御部２１との間の無線通信が可能となるため、ユーザがＨＶモータ２８に
よる車両の振動を不快と感じにくい。一方で、電子キー１０が車両の振動が伝わりにくい
位置にあっても、車両の振動は徐々に強くなるので、ユーザが電子キー１０に振動を与え
なくても電子キー１０は車載制御部２１との間の無線通信が可能となるので、使い勝手が
よい。
 
【００５７】
　また、エンジン２５ａ、シートモータ２７、及びＨＶモータ２８など、振動部となる構
成を複数有している車両であれば、振動部自体を変更することで車両における振動の強弱
を変化させることができる。例えば、シートモータ２７、ＨＶモータ２８、エンジン２５
ａの順番で車両を振動させる。この場合でも、上述の効果を得ることができる。
【００５８】
　・上記第１の実施形態において、車載制御部２１は、前回のクランキングによる車両の
振動態様と異なる振動態様となるべくクランキングを実施するようにエンジン装置２５を
制御してもよい。例えば、クランキングを実施するタイミングを変化させたり、クランキ
ングの回数を異ならせたりする。この場合、電子キー１０において検出される振動態様も
前回と異なる。したがって、第３者に車両の振動態様を読みとられても、その読みとられ
た振動態様の情報は次の車両の振動態様と異なるので、このシステムにおけるセキュリテ
ィ性がより向上する。なお、当該別例は、上記第２の実施形態のようにシートモータ２７
を採用する場合でも、上記別例のようにＨＶモータ２８を採用する場合でも適用すること
ができる。
【００５９】
　また、エンジン２５ａ、シートモータ２７、及びＨＶモータ２８など、振動部となる構
成を複数有している車両であれば、振動部自体を変更することで振動態様を変化させるこ
とができる。この場合でも、上述の効果を得ることができる。
【００６０】
　・上記第１及び第２の実施形態において、車載機器は、エンジン２５ａをはじめとする
走行用の駆動源に限らない。例えば、テレビ、オーディオ、ナビゲーション等の車両アク
セサリであってもよい。また、操作部は、走行用の駆動源を始動させるためのプッシュス
イッチ２４に限らず、車両アクセサリ用のスイッチやウインドウを開閉させるスイッチ、
照明用のスイッチ、ウインカーやワイパーを動作させるためのレバースイッチ等であって
もよい。
【００６１】
　・上記第２の実施形態において、車載制御部２１は、シートモータ２７の駆動を通じて
シートを振動させた後、ＩＤ照合及び振動態様情報の照合を試みたが、振動態様情報の照
合の実施は、必ずしも必要ない。このように構成したシステムを採用する場合でも、上記
第２の実施形態の（６）の効果と同様の効果を得ることができる。
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【００６２】
　・上記第２の実施形態では、ＬＦ帯の無線信号を送信するアンテナとして４つのアンテ
ナを採用したが、アンテナの数は４つに限らない。例えば、前列シート用のアンテナと後
列シート用のアンテナとの２つのアンテナを設けてもよい。この場合、車載制御部２１は
、シートモータ２７の駆動を通じて前列シートだけ、或いは後列シートだけを振動させる
。このように構成した場合でも、上記第２の実施形態と同様の効果を得ることができる。
また、指向性の切り替えや信号強度を測る等して電子キーの位置を特定できるアンテナを
採用すれば、アンテナ数を１つにすることもできる。
【００６３】
　・上記第２の実施形態において、車載制御部２１は、振動の変化態様として、振動の時
間変化の照合を実施したが、振幅や振動時間、振動の軸等による照合を実施してもよい。
　・上記第１の実施形態では、車載機器及び振動部としてエンジン２５ａを採用するシス
テムであったが、上記第２の実施形態のように車載機器としてエンジン２５ａを、振動部
としてシートモータ２７をそれぞれ採用するシステムのように、車載機器と振動部とが異
なるシステムであってもよい。
【００６４】
　・上記第１及び第２の実施形態において、車載制御部２１は、プッシュスイッチ２４が
操作されるたびにクランキングやシートモータ２７の駆動を実行してもよい。
　・上記第１及び第２の実施形態では、報知部としてメータディスプレイ２６である場合
について説明したが、他の構成であってもよい。スピーカやナビゲーションディスプレイ
など、人間の感覚に訴えることにより報知するものであればよい。
【００６５】
　・上記第１及び第２の実施形態において、電子キーシステム１は、ＬＦ帯及びＵＨＦ帯
の電波により無線通信を行うシステムであったが、他の帯域の電波を使用して無線通信を
行ってもよい。また、Bluetooth（登録商標）等、他の通信規格による無線通信を行うシ
ステムであってもよい。
【００６６】
　・上記第１及び第２の実施形態において、電子キー１０は、車両専用のキーである必要
はなくスマートフォン等の電子端末であってもよい。
　次に、上記実施形態及び上記別例より想起される技術的思想について記載する。
【００６７】
　（イ）上記システムにおいて、前記車載機は、前記操作部が操作されたことをトリガと
して前記電子キーとの間の無線通信を試み、当該試みが成立しなかった場合に前記振動部
を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させること。
【００６８】
　このシステムによれば、電子キーが車載機との間の無線通信が可能である場合、車両は
振動しないので、車両の乗員が振動による違和感を覚えにくい。
　（ロ）上記システムにおいて、前記車載機は、前記操作部が操作されたことをトリガと
して前記電子キーとの間の無線通信を試み、当該試みが成立しなかった場合に前記振動部
を通じて前記車両の少なくとも一部を振動させた後、再度前記電子キーとの間の無線通信
を試みること。
【００６９】
　このシステムによれば、電子キーが車内にある場合に、ユーザが操作部を操作してから
電子キーと車載機との間の無線通信が成立するまでの時間が他のシステムと比較して短い
ので、ユーザの使い勝手がよい。
【符号の説明】
【００７０】
１…電子キーシステム、１０…電子キー、１１…電子キー制御部、１１ａ，２１ａ…メモ
リ、１１ｂ…時間カウンタ、１２…ＬＦ受信部、１３…ＵＨＦ送信部、１４…振動検出部
、２０…車載機、２１…車載制御部、２２…ＬＦ送信部、２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２
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ｄ…アンテナ、２３…ＵＨＦ受信部、２４…プッシュスイッチ、２５…エンジン装置、２
５ａ…エンジン、２６…メータディスプレイ、２７…シートモータ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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